
 令和８年６月１日以降に五條市が発注するすべての建設工事において、税抜き設計金額が３００

万円未満の工事については最低制限基準金額を設定し、開札当日電子くじにより決定した算出割合

を乗じて最低制限価格を算出します。 

 

１． 対象となる案件 

税抜き設計金額３００万円未満の指名競争入札となる工事 

 

２． 最低制限価格の算出方法 

係数の算出には対象業者のくじ入力番号を利用します。 

 

（算出方法） 

(1)対象業者のくじ入力番号の合計値を係数の個数で除算し、余りを算出します。 

(2)係数の候補（98.0％～99.9％）を値の小さい順に 0から番号を振り、(1)で算出し

た余りの数と一致したものを係数とします。 

 

 

（例：【係数算出方法】 ※係数が 20 パターンの設定の場合） 

 

業者名 
くじ入力 

番号 
対象業者 

業者Ａ 123 ○ 

業者Ｂ 456 ○ 

業者Ｃ 789 ○ 

業者Ｄ 123 ○ 

 

   くじ番号の合計値  ÷  係数の個数   

①  （123 + 456 + 789 + 123） ÷  ② 20     ＝ 74.....  ③ 余り 11 

           （合計 1491）            （＃0～＃19） 

→ 最低制限価格算出割合は 99.1％ 

 

＃ 係数の候補 

0 98.0％ 

1 98.1％ 

2 98.2％ 

3 98.3％ 

4 98.4％ 

5 98.5％ 

6 98.6％ 

7 98.7％ 

8 98.8％ 

9 98.9％ 

10 99.0％ 

11 99.1％ 

12 99.2％ 

13 99.3％ 

14 99.4％ 

15 99.5％ 

16 99.6％ 

17 99.7％ 

18 99.8％ 

19 99.9％ 

 


